
改正育児・介護休業法について
～令和４年４月１日から３段階で施行～

鳥取労働局雇用環境・均等室
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本日のセミナー内容

１ 育児・介護休業法改正の趣旨

２ 育児・介護休業法の概要

３ 改正育児・介護休業法について

４ 就業規則の改定例等について

５ その他

2



１ 育児・介護休業法改正の趣旨
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改正の趣旨

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望
に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる
ようにするため、子の出生直後の時期における
柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取
得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個
別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休
業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講
ずる。
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２ 育児・介護休業法の概要



育児・介護休業法の概要①

育児休業

所定労働時間の短縮措置（短時間勤務）等

所定外労働の制限

子の看護休暇

時間外労働の制限

深夜業の制限

パパママ育休プラ
スは１歳２か月まで

保育所に入れない等の事情が
あれば最長２歳まで
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育児・介護休業法の概要②

介護休業① 介護休業② 介護休業③

所定労働時間の短縮等の措置

介護休暇

所定外労働の制限

時間外労働の制限

深夜業の制限

通算９３日
３回まで分割可

３年以上の間に２回以上
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３ 改正育児・介護休業法について
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改 正 事 項

１．令和４年（2022年）４月１日施行

1₋1. ①個別の制度周知・休業取得意向確認と②雇用環境整備の

措置の義務化

1₋2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

２．令和４年（2022年）10月１日施行

2₋1. 出生時育児休業（通称「産後パパ育休」）の創設

2₋2. 育児休業の分割取得等の改正

３．令和５年（2023年）４月１日施行

育児休業取得状況の公表の義務化
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令
和
４
年
４
月
１
日
施
行

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、
事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業取得の意向
確認の措置を、個別に行わなければなりません。

※出生時育児休業（産後パパ育休）は、令和４年10月１日から対象。

誰に？ （本人又は配偶者の）妊娠・出産等の申出をした労働者

何を？

➀～④のすべての事項を周知する必要があります。
① 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する制度（制度の内容など）

② 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の申出先（例：人事部など）

③ 育児休業給付に関すること（例：制度の内容など）

④ 労働者が育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）期間に負担すべき社会保険料の
取扱い

どうやって？
①面談（オンライン可） ②書面交付 ③FAX ④電子メール等
のいずれか ※③，④は労働者が希望した場合に限る

義務

１－１ 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置
① 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対する

個別の制度周知・休業取得意向確認の措置
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令
和
４
年
４
月
１
日
施
行

１－１ ② 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置
育児休業と出生時育児休業（産後パパ育休）の申出が円滑に行われるよう
にするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する研修の実施

② 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する相談体制の整備（相談
窓口設置）

③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）取得事例の収
集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）制度と育児休業
取得促進に関する方針の周知

義務

育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得しやすい雇用環境整備は、男女とも対象に実施
してください。



令
和
４
年
４
月
１
日
施
行

１ー２ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

期間を定めて雇用される労働者（有期雇用労働者）の育児休業と介護休業
の取得要件が緩和されます。

義務

育児休業

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上 →（撤廃）

(2) １歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない

介護休業

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上 →（撤廃）

(2) 介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から６か月を経過する日までに
契約が満了することが明らかでない

改正前

育児休業・介護休業いずれも、(1)の要件を撤廃し、(2)のみになります

※引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は労使協定の締結により除外可。無期雇用労働
者と同様の取り扱いです。
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改 正 事 項

１．令和４年（2022年）４月１日施行

1₋1. ①個別の制度周知・休業取得意向確認と②雇用環境整備の

措置の義務化

1₋2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

２．令和４年（2022年）10月１日施行

2₋1. 出生時育児休業（通称「産後パパ育休」）の創設

2₋2. 育児休業の分割取得等の改正

３．令和５年（2023年）４月１日施行

育児休業取得状況の公表の義務化
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出生後
８週

父

３回目の取得
はできない

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点が１歳または１歳
６か月時点に限定されるた
め、途中で交代できない

保育所に入所できない等の場合

育休 育休 育休

育休 育休

産休

育休 育休 育休

母

現 行
特別な場合以外
分割できない

２ 10月１日施行の概要

出産後８週間以内
に育児休業（パパ
休暇）取得した場
合の再取得できる

産後パパ休暇



出生時育児休業
（産後パパ育休）

▼
新設（分割して
2回取得可能）

育児休業
▼

夫婦ともに分割して２回取得可能

１歳以降の育児休業
▼

途中交代可能

令和４年10月１日～

出生後
８週

父

夫婦が育休を交代でき
る回数が増える

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、夫
婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

育休

育休 育休

育休 育休産休

休 育休

育休母

例１

休

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

出生後
８週

父

妻の職場復帰
などのタイミング

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

育 休 育休 育休

育休 育休

産休

休 育休 育休

母

例２

休

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等
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令
和
４
年
10
月
１
日
施
行

２－１ 出生時育児休業（産後パパ育休）
出生時育児休業（産後パパ育休）は、育児休業とは別に取得できます。
従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導
入し、就業規則の整備等必要な措置を講じなければなりません。

休業の定義

産後休業をしていない労働者が、
原則出生後８週間以内の子を養育するためにする休業
※「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子（養子を含む）のほか、特別養子縁組のた
めの試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む。（通常の育児休業と
同じ）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に４週間（28日）まで
※原則出生日から８週間後までの間だが、出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予
定日の８週間後まで、出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の８週間後まで。

※企業独自の育児目的休暇（法定の休暇を除く）が、出生時育児休業（産後パパ育休）の取得日数
以外の要件を満たすものであれば、当該休暇の日数も含めて４週間が確保されればよいと解される。

回数

・分割して２回まで（まとめて申し出る）

・分割する場合は、初めにまとめて申し出ない場合、事業主は後から行われた
申出を拒むことができる。

義務
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対象労働者

・産後休業をしていない労働者（日々雇用を除く）

主に男性が対象だが、養子等の場合は女性も対象。

配偶者が専業主婦（夫）でも取得可能。

・有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅
い方から起算して８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日までに
労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限る。

・労使協定の締結により対象外にできる労働者

①入社１年未満の労働者
②申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③１週間の所定労働日数が２日以下の労働者

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能。▶スライド２０，２１参照
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申出方法

・休業を取得したい労働者は、書面で事業主に申出を行う
（事業主が認める場合は、FAX、電子メール等も可）

申出事項［労働者→事業主］

① 申出年月日
② 労働者の氏名
③ 子の氏名、生年月日、労働者との続柄等
④ 出生時育児休業（産後パパ育休）の開始予定日と終了予定日
⑤ 申出に係る子以外に生後８週間未満の子がいる場合には、
その子の氏名、生年月日、労働者との続柄（双子の場合等）
⑥ 申出に係る子が養子である場合には、養子縁組の効力発生日
⑦ 特別の事情があり、休業開始予定日の１週間前に申し出る場合は、
その事情に係る事実（出産予定日より早く子が出生したとき等）

・労働者から申出があったら、事業主は速やかに（おおむね１週間以内）
取扱通知書を書面で交付しなければならない
（労働者が希望する場合は、FAX、電子メール等も可）

通知事項［事業主→労働者］

① 出生時育児休業（産後パパ育休）の申出を受けた旨
② 出生時育児休業（産後パパ育休）の開始予定日と終了予定日
③ 出生時育児休業（産後パパ育休）の申出を拒む場合には、その旨とその理由

様式例 厚生労働省ホームページからダウンロードできます

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html



● 申出期限を１か月前までとする労使協定

① 次に掲げる措置のうち、２以上の措置を講ずること。
・ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
・ 育児休業に関する相談体制の整備
・ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
・ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
・ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

② 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
③ 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

・ 妊娠・出産の申出があった場合に意向確認の措置を行うことは、この労使協定の締結にかかわらず、法律上の義務になります。
・ ここの「意向を把握するための取組」は、法律上の義務を上回る取組とすることが必要であり、最初の意向確認のための措置の
後に、返事がないような場合は、リマインドを少なくとも1 回は行うことが必要です（そこで、労働者から「まだ決められない」などの
場合は、未定という形で把握）。

ここの「育児休業」には、
産後パパ育休も含まれ
ます。

申出期限

・原則休業開始の２週間前まで

・ただし、雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場
合は、１か月前までとすることができる。

・出産予定日前に子が出生した等の場合は、１週間前まで
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●産後パパ育休期間における休業中の就業

20

《例えば…》所定労働時間が１日８時間・１週間の所定労働日が５日の労働者が、
休業２週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合

⇒ 就業日数上限５日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満

休業開始日 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 13日目 休業終了日

４時間

休 休 ８時間

６時間

休

休

休

６時間

休 休 ４時間 休

《休業中の就業日数等には上限があります》

● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
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１ 労働者が休業中に就業することを希望する場合は、出生時育児休業（産後パパ育休）の開始予定
日の前日までに書面等で以下を申出。

① 就業可能日

② 就業可能日における就業可能な時間帯（所定労働時間内の時間帯に限ります。）
その他の労働条件（テレワークの可否等）

出生時育児休業（産後パパ育休）期間中に就業させることができる労働者の範囲について労使協定を締結
しておく

労働者が申し出た就業可能日等の範囲内で就業させることを希望する日等について提示し、休業開始予定日
前日までに労働者の同意を得る

※労働者から申出があった場合に必ず就業させなければならないものではありません（下記２①参照）。

２ 事業主は、１の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に書面等で速やかに提示。

① 就業可能日のうち、就業させることを希望する日
（就業させることを希望しない場合はその旨）

② ①の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件（テレワークの可否等）

３ 事業主の提示に対して、労働者が全部又は一部を同意する場合は、その旨を休業開始予定日の前
日までに書面等で事業主に提出。

４ 事業主は、３で同意を得た場合は、同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の
労働条件を書面等で労働者に通知。

休業開始予定日の前日までは、労働
者は事由を問わず
・就業可能日等の変更が可能（変更
の場合は、再度提示が必要→２へ）
・就業可能日等の申出の撤回が可能
・就業日等の同意の撤回(2)が可能
休業開始後は特別な事情がある場合
に限り撤回が可能

事前準備（前提）

具体的な手続の流れ



● 育児休業給付金

➀ 給付金の対象となるのは、出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業日数が一定の水準※以内である場合です。

※休業期間中の就業日数が、最大10日（10日を超える場合は就業している時間数が80時間）以下であること。

「最大10日」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

（例）14日間の休業 → 最大５日（５日を超える場合は40時間）
10日間の休業 → 最大４日（４日を超える場合は28時間）
[10日×10/28＝3.57（端数切り上げ）→４日]

➁ 出生時育児休業（産後パパ育休）期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、
「休業前賃金日額×休業日数の80％」を超える場合は、超えた額が出生時育児休業給付金から
減額されます。

● 育児休業期間中の社会保険料の免除

一定の要件を満たしていれば、育児休業期間（出生時育児休業（産後パパ育休）を含む）中の各月の月給・賞与に係る社会保険料が、被保険
者本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。

① その月の末日が育児休業期間中である場合

② 令和４年10月以降は

・ ①に加えて、同一月内で育児休業を取得（開始・終了）し、その日数が14日以上の場合、
新たに保険料免除の対象とします。

・ ただし、賞与に係る保険料は連続して１か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除
します。

令和４年10月以降に開始した育児休業期間中の社会保険料免除の要件を判断する際、「14日以上」の日数には、出生時育児休業（産後パパ
育休）期間中の就業の仕組み（前ページ参照）で、事前に事業主と労働者の間で調整した上で就業した日数は含まれません。

22

！休業中の就業を行う際の留意点！

令和4年10月1日
以降の育児休業
給付について

育児休業給付の問い合わせ先：ハローワーク

社会保険料免除の問い合わせ先：年金事務所、健康保険組合など
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２－２ 育児休業の分割取得など育児休業の改正内容

（１）出生時育児休業（産後パパ育休）とは異なり２回分割する場合もまと
めて申し出る必要はありません。

（２）１歳６か月、２歳までの育児休業は分割できません（現行と同じ）。

（３）分割化に伴い、休業開始予定日の繰上げ変更、休業終了予定日の繰下
げ変更も、１回の休業につき、繰上げ１回、繰下げ１回ずつ可能です。

（４）パパ休暇（産後８週以内の初めの育児休業）は令和４年９月30日で廃
止されます。（出生時育児休業（産後パパ育休）と育休の分割取得に見直さ
れるため）

１歳までの育児休業は分割して２回取得可能になります。
出生時育児休業（産後パパ育休）とは別に取得できます。

義務

［１］１歳までの育児休業
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［２］１歳以降の育児休業

保育所に入所できない等の理由で１歳以降に延長した場合の育児休業開始日について

１歳以降の育児休業の開始日の柔軟化により、
１歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代することが可能になります。

父

１歳 １歳半 ２歳
保育所に入所できない等の場合

育休 育休

育休 育休

母

（例）

開始日は各期間の初日に限る

育休

育休

１歳以降の育児休業の開始日は、各期間の初日に限る
１歳６か月までの育児休業は１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）
２歳までの育児休業は１歳６か月到達日の翌日

現 行

各期間の初日でしか
夫婦交代できない

▶

義務
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※パパ･ママ育休プラスにより、育児休業終了予定日が１歳到達日後の場合は、１歳６か月までの育児休業開始予定日は「１歳到達日後の
本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日」からであることは現行と同じ。夫婦で交代する場合も、１歳到達日後の本人又は配偶者の
育児休業終了予定日の翌日から１歳６か月までの間の期間となる。

配偶者の終了日と本人の開始日が接続又は重複すれば、
各期間の途中からでも育休開始可能

令和４年10月１日～

父

１歳 １歳半 ２歳

保育所に入所できない等の場合

育休 育休

育休 育休

母

（例）

育休

育休

配偶者が１歳以降の育児休業を取得する場合は、配偶者の
育児休業終了予定日の翌日以前を本人の育児休業開始日にできる。
現行の取得方法（夫婦ともに各期間の初日から取得）も可能。

（本人と配偶者の育児休
業に切れ目がなければ）

▶
各期間の途中でも
夫婦交代が可能
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１歳 １歳半
（例）

第１子育休 第１子育休 第２子産休 第１子育休

以下の特別な事情がある場合は、１歳以降の育児休業の再取得が可能で
す。
（現行は、１歳以降の育児休業の再取得はできません。）

・他の子の産前・産後休業、出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休
業又は新たな育児休業の開始で育児休業が終了した場合で、産休等の対
象だった子等が死亡等したとき

義務
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パパ休暇と育児休業分割取得の経過措置

①施行日前に育児休業を取得した場合でも、施行日後に再度取得できる。
（施行日をまたぐ場合も同様）

施行日（例１）

育休育休 育休

３回目の取得
はできない

１回目 ２回目

施行日（例２）

育休育休 育休

1歳
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②施行日前に開始したパパ休暇（産後８週以内の初めの育児休業）は、出生時育
児休業（産後パパ育休）とみなす。（施行日をまたぐ場合も同様）

施行日（例３）

育休パパ休暇 育休 育休

３回目の取得
はできない

28日間を超える取得でも
産後パパ育休とみなす

１回目 ２回目

出生後８週

施行日（例４）

育休パパ休暇 産後パパ育休 育休

７日間取得
産後パパ育休１回目とみなす

21日間取得できる
産後パパ育休２回目

出生後８週

1歳
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よくある質問

Q 子の出生後７週～10週の休業の申出があった場合、出生後７～８週は自動的
に出生時育児休業（産後パパ育休）になりますか。または、子の出生後８週の
うち４週までの休業は全て出生時育児休業（産後パパ育休）として取り扱うよ
う労使で取り決めてよいでしょうか。

A 育児休業の申出と出生時育児休業（産後パパ育休）の申出はそれぞれ別の権利
として労働者に付与されるものです。
そのため、「産後○週間以内の期間についての休業の申出は出生時育児休業
（産後パパ育休）の申出とする」といった自動的・一律の取扱いはできません。
また、労使協定等でそのような取扱いとすることを事前に取り決めることもで
きません。
仮に、労働者から、育児休業または出生時育児休業（産後パパ育休）のどちら
か不明な申出が行われた場合には、事業主はその申出をした労働者にどの申出
であるかを確認してください。
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２ 出生時育児休業（産後パパ育休）と育児休業の分割取得等改正のまとめ
出生時育児休業（産後パパ育休）

（R4.10.1～）
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（R4.10.1～）

育児休業制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得
分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して
２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の
延長

育休開始日を
柔軟化

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

１歳以降の
再取得

特別な事情が
ある場合に限り
再取得可能

再取得不可

30
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３ 育児休業取得状況の公表の義務化

常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、
育児休業等の取得の状況を年１回公表することが義務付けられます。

義務

公表割合とあわせて、以下も明示
・当該割合の算定期間である公表前事業年度の期間
・①又は②のいずれの方法により算出したものか

公表を行う日の属する事業年度（会計年度）の直前の事業年度（公表前事業年度）の
男性の①「育児休業等の取得割合」又は②「育児休業等と育児目的休暇の割合」です。

公表前事業年度中に、雇用する男性労働者
が

育児休業等をしたものの数

公表前事業年度中に、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したも

のの数

①育児休業等の取得割合

公表前事業年度中に、雇用する男性労働者が
育児休業等をしたものの数

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
男性労働者を雇用する事業主が講ずる

育児を目的とした休暇制度を利用したものの数

公表前事業年度中に、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

31



４ 就業規則の改定例等について

32



育児休業（申出の手続き等）

〇原則分割取得することはできない
〇1歳までの育児休業は、出生時育児休業とは別に、
分割して２回まで取得可能

（育児休業の申出の手続き等）
第3条
１ （略）
２ 第2条第1項に基づく休業の申出は、次のい
ずれかに該当する場合を除き、一子につき2回
までとする。
（1）第2条第1項に基づく休業をした者が本条
第1項後段の申出をしようとする場合

（2）配偶者の死亡等特別の事情がある場合

令和４年１０月１日
改 正

（育児休業の申出の手続等）
第3条
１ （略）
２ 申出は、次のいずれかに該当す
る場合を除き、一子につき１回限
りとする。ただし、産後休業をし
ていない従業員が、子の出生日又
は出産予定日のいずれか遅い方か
ら８週間以内にした最初の育児休
業については、１回の申出にカウ
ントしない。

【現 行】 【令和４年１０月１日から】

※「第2条1項」は、1歳までの育児休業

33



育児休業（１歳６か月までの育児休業）

〇１歳以降に育児休業を延長する場合の
育児休業開始日は１歳誕生日の時点に限定

〇１歳以降に育児休業を延長する場合の育休開始日を柔軟化
〇特別な事情がある場合においても取得可能

令和４年１０月１日
改 正

（育児休業の対象者）
第2条
１、２ （略）
３ 次のいずれにも該当する従業員は、
子が１歳６か月に達するまでの間で
必要な日数について育児休業をする
ことができる。なお、育児休業を開
始しようとする日は、原則として子
の１歳の誕生日に限るものとする。
イ、ロ （略）

（育児休業の対象者）
第2条
１、２ （略）
３ 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達する
までの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳
の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業
法第5条第3項（本項）に基づく休業を子の1歳の誕生日から
開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日
を開始日とすることができる。
イ、 ロ （略）
ハ 子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと

４ 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介
護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第1項に
基づく休業（配偶者の死亡等特別な事情による３回目以降の休
業を含む）が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る
子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が1
歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をす
ることができる。

【現 行】 【令和４年１０月１日から】

期間の途中で配偶者と交代して取得可能

産前・産後休業等の開始により1歳までの育児休業が終了した場
合で、新たに開始した休業の対象となる子等が死亡等した場合は、
1歳6か月までの育児休業をすることができます。
この場合は、①本人または配偶者が子の1歳の誕生日前日に育児
休業していること、②1歳6か月までの育児休業をしたことがないこと
という要件はありません。 34



出生時育児休業（対象者）

〇育児休業（出生時育児休業）の規定例（新設）

《法に基づき一定範囲の有期契約労働者と労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》
（出生時育児休業の対象者）
第6条
1 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、産後休業をしておらず、
子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定
めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点に
おいて、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過す
る日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をするこ
とができる。

２ 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

第７条（出生時育児休業の申出の手続等）
第８条（出生時育児休業の申出の撤回等）
第９条（出生時育児休業の期間等）

令和４年１０月１日
改 正

対象除外者を設けない場合

《有期契約労働者のすべてを出生時育児休業の対象とする例》
（出生時育児休業の対象者）
第6条
1 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除
く）であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日
のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、こ
の規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。35



36

※この資料は、厚生労働省作成のパンフレット「育児・介護休業

等に関する規則の規定例」の一部分を参考にお示ししています。

ご自身の事業所の実態に即した就業規則を作成していただきます

ようお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした
就業規則の該当部分は無効と解されます。

必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署長に
届け出る必要があります



５ その他

37
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● 育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な
取り扱いを行うことは禁止されています。

● 今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し
出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。

● また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

ハラスメント防止につい

て詳しくはこちら →

《休業中の就業に関する不利益取扱い禁止》

事業主は労働者に対して、休業中の就業に関する次に掲げる事由を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

① 休業中に就業を希望する旨の申出をしなかったこと。

② 休業中に就業を希望する旨の申出が事業主の意に反する内容であったこと。

③ 休業中の就業の申出に係る就業可能日等の変更をしたこと又は当該申出の撤回をしたこと。

④ 休業中の就業に係る事業主からの提示に対して同意をしなかったこと。

⑤ 休業中の就業に係る事業主との同意の全部又は一部の撤回をしたこと。

！ハラスメントの典型例！
・ 育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんて
あり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
・ 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しな
い。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。



・男性の育児休業取得促進関係

・中小企業のための育児・介護支援プラン
導入支援事業

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

・企業の事例集や研修資料・動画の公開
・育児体験談の掲載
・イクメン企業宣言・イクボス宣言の掲載
・イベント告知など
・各種セミナー、シンポジウムなどの企画・運営
・地域発信型のイクメン普及活動をサポート
・参画企業との連携による活動

https://ikuji-kaigo.com/b/

制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、
育児休業中の代替要員確保・業務代替等でお悩みの
企業に社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイス
します。
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育児・介護休業について、ご理解ご協力を
お願い致します。

40

・育児休業制度等に関する相談窓口

☎ ０８５７－２９－１７０９

場 所 ：鳥取市富安２丁目８９－９ 鳥取労働局２階
受付時間：８時３０分～１７時１５分
（土日・祝日・年末年始を除く）


